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電気料金高騰の影響を受ける市内事業者に対し、予算の範囲内において

支援金を給付することにより、事業者の負担軽減を図ることを目的とします。 

 

１． 支援対象者 

 市内に事業実態がある事務所又は事業拠点を有する事業者 

 令和 4年 1月から令和 4年 12月の電気料金の合計額から令和 3年の同期間

に支払った電気料金を減じた額が 48,000円以上であること 

 市内において今後も事業を継続すること 

 営業に関して必要な許認可等を取得していること 

 

２． 給付額 

令和 4年 1月から令和 4年 12月の電気料金の合計額から令和 3年の同期間に

使用した電気料金の差額（昨対差額）を基に、以下の表に定める金額を給付します。 

ただし、昨対金額は 4.8万円以上 30万円未満の場合は、昨対差額に 1/3を乗じた

金額を給付します。 

昨対差額 給付額 

4.8万円以上 30万円未満 昨対差額×1/3（千円未満切捨） 

30万円以上 60万円未満 100,000円 

60万円以上 120万円未満 200,000円 

120万円以上 180万円未満 300,000円 

180万円以上 240万円未満 400,000円 

240万円以上 300万円未満 500,000円 

300万円以上 700,000円 

 

３． 申請期限 

令和 5年 3月 15日（水） ※郵送の場合、3月 10日（金）消印有効 

 

４． 申請先 

安芸高田市商工会（〒731-0501 安芸高田市吉田町吉田 979-2） 

 

５． 事業主体 

安芸高田市電気料金高騰対策事業者支援事業実行委員会 

 

 
安芸高田市電気料金高騰対策事業者支援金について 






